
 

○柏市制限付き一般競争入札参加条件設定基準  

 

                 制定  平成１８年３月３０日  

                 施行  平成１８年３月３０日  

 

 （趣旨）  

第１条  この基準は，本市が発注する建設工事及び修繕工事（以下

「 工 事 等 」 と い う 。 ） の 案 件 に つ い て ， 柏 市 契 約 事 務 取 扱 要 領

（平成５年９月１日制定）第２条の規定により制限付き一般競争

入札により執行する際の入札参加条件の設定に関し，必要な事項

を定めるものとする。  

 （総合評定値の設定）  

第２条  入札参加条件のうち総合評定値（建設業法（昭和２４年法

律第１００号）第２７条の２９第１項の総合評定値であって，制

限付き一般競争入札の案件の公告の日において本市に登録されて

いるものをいう。）の基準は，別表に定めるところによる。  

２  最新の経営事項審査の審査基準日は，契約の締結の日前１年７

か月以内でなければならない。  

 （総合評定値以外の入札参加条件の設定）  

第３条  前条の総合評定値のほか，次に掲げる事項について公告の

日から開札の日まで，すべてを満たすことを入札参加条件とする。  

 (1) 登録状況  

  ア  発注する業種について，柏市競争入札参加資格者として登

録されていること。  

  イ  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条

の４の規定に該当しないこと。  

  ウ  手形交換所による取引停止処分を受けてから２年を経過し

ない者又はこの公告の日前６か月以内に手形若しくは小切手

を不渡りにした者に該当しないこと。  

  エ  会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生の

手続き又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づ

く再生の手続きの申立てがなされている者（競争入札参加資

格者として，再度確認を受けた者を除く。）に該当しないこ



 

と。  

  オ  柏市建設工事請負業者等指名停止要領（昭和６２年４月１

日制定）に基づく指名停止又は柏市入札契約暴力団対策措置

要領（平成２６年１２月１８日制定）に基づく指名排除を受

けていないこと。  

  カ  工事成績が，次に掲げるものに該当しないこと。なお，特

定建設工事共同企業体が受けた工事成績は，各構成員が受け

たものとみなす。  

   (ｱ) 開札の時以前３か月以内に通知を受けた工事成績で６０

点未満（低入札価格調査の対象となり落札した案件につい

ては，６５点未満）のもの  

   (ｲ) 開札の時以前２か月以内に通知を受けた工事成績で６０

点以上６５点未満のもの  

  キ  事業協同組合等が入札に参加をする場合，その構成員では

ないこと。  

 (2) 所在  

   本店が柏市内にあること。  

 (3) 許可  

   発注する業種について，建設業法第３条の特定建設業又は一

般 建 設 業 （ 下 請 代 金 の 総 額 が ４ ， ５ ０ ０ 万 円 （ 建 築 一 式 工 事

は ， ７ ， ０ ０ ０ 万 円 ） 以 上 で あ る と 見 込 ま れ る 工 事 等 の 場 合

は，特定建設業）の許可を受けていること。  

 (4) 実績  

   次表に定める要件に該当する案件を施工した実績があること。  

発注機関  

 官 公 庁 等 又 は 民 間 （ 設 計 金 額 が ５ ， ０ ０ ０ 万 円 以 上

の 工 事 等 又 は 国 の 補 助 金 の 交 付 を 受 け る 工 事 等 に あ っ

ては，官公庁等）  

注 ： 「 官 公 庁 等 」 と は ， 国 ， 地 方 公 共 団 体 ， 独 立 行 政

法人，公社その他これらに類する法人をいう。  

発注年度  
 １ ０ 年 前 の 年 度 （ 発 注 す る 案 件 が 少 な い 工 事 等 に あ

っては，１５年前までの年度）以後に発注  

発注金額  

ア  設計金額が５，０００万円以上の工事等  

  １，０００万円以上  

イ  設 計 金 額 が １ ， ０ ０ ０ 万 円 以 上 ５ ， ０ ０ ０ 万 円 未

満の工事等  

  ５００万円以上  



 

ウ  設 計 金 額 が ２ ６ ０ 万 円 以 上 １ ， ０ ０ ０ 万 円 未 満 の

工事等  

  １３０万円以上  

エ  設計金額が２６０万円未満の工事等  

  当 該 設 計 金 額 の ２ 分 の １ の 金 額 （ １ ０ 万 円 未 満 は

切上げ）以上  

発注工種  

 発 注 す る 業 種 （ ５ ， ０ ０ ０ 万 円 以 上 の 工 事 等 又 は 難

度 の 高 い 工 事 等 に あ っ て は ， 具 体 的 な 工 法 ） の 工 事

（ 平 成 １ ６ 年 度 以 降 に 本 市 が 発 注 し た 案 件 で あ っ て ，

当該工事成績が６５点未満のものを除く。）  

元請・下

請の別  

 元 請 又 は 下 請 （ 設 計 金 額 が ５ ， ０ ０ ０ 万 円 以 上 の 工

事 等 又 は 国 の 補 助 金 の 交 付 を 受 け る 工 事 等 に あ っ て

は，元請）  

件数  
 １ 件 （ 設 計 金 額 が ２ 億 円 以 上 の 工 事 等 又 は 難 度 の 高

い工事等にあっては，２件）  

 (5) 技術者  

   発注する業種について，建設業法第２６条第２項の監理技術

者又は同条第１項の主任技術者を配置すること。  

   ただし，契約金額が４，０００万円以上（建築一式工事は８，

０ ０ ０ 万 円 以 上 ） と な る 場 合 は ， 建 設 業 法 第 ２ ７ 条 の １ ８ 第

１ 項 の 監 理 技 術 者 資 格 者 証 の 交 付 を 受 け た 者 又 は 同 法 第 ２ ６

条 第 １ 項 の 主 任 技 術 者 （ 下 請 代 金 の 総 額 が ４ ， ５ ０ ０ 万 円 以

上 （ 建 築 一 式 工 事 は ７ ， ０ ０ ０ 万 円 以 上 ） と な る 場 合 は ， 監

理 技 術 者 資 格 者 証 の 交 付 を 受 け た 者 ） を 専 任 で 配 置 す る こ と 。  

   なお，当該配置する技術者は，入札書の提出があった日にお

い て ３ か 月 以 上 の 直 接 的 か つ 恒 常 的 な 雇 用 関 係 に あ る こ と を

必要とする。  

 （入札金額が低入札価格調査基準額を下回る場合の特例）  

第 ３ 条 の ２  低 入 札 価 格 調 査 基 準 額 を 下 回 る 金 額 で 入 札 し た 者 で

前々年度から開札の日時までの間に柏市長が通知した工事成績で

６５点を下回るものがある者にあっては，その者の入札参加資格

はないものとする。なお，特定建設工事共同企業体が受けた工事

成績は，各構成員が受けたものとみなす。  

２  低入札価格調査基準額を下回る金額で入札した者のうち，柏市

契約事務取扱要領第１３条の５の規定による低入札価格調査にお

いて失格となる基準額（（以下「低入札価格調査失格基準額」と

いう。）を下回る金額で入札したものにあっては，失格とする。



 

ただし，市長が失格とする必要がないと認める案件については適

用しない。  

（低入札価格調査基準額を下回る金額で落札した場合の特例措置）  

第４条  低入札価格調査基準額を下回る金額で入札した者（ただし，

低入札価格調査失格基準額を下回る金額で入札した者を除く。以

下同じ。）と契約を締結する場合における柏市財務規則（昭和５

９年柏市規則第４号）第１４５条第１項の規定により納付させる

契約保証金の金額は，契約金額の１００分の２０以上の額とする。  

２  前項の規定により契約金額の１００分の２０以上の額を納付さ

せた場合における地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３

４条の２第２項後段に規定する違約金の金額は，契約金額の１０

０分の２０に相当する額とする。  

３  低入札価格調査基準額を下回る金額で入札した者と契約を締結

する場合における柏市財務規則第７９条第２項の規定によりする

ことができる前金払の金額は，契約金額の１００分の２０に相当

する額（１億円を限度とし，１０万円未満の端数があるときは，

当該端数金額を切り捨てた額）とする。  

４  低入札価格調査基準額を下回る金額で入札した者の当該下回る

金額で入札した案件に係る柏市建設工事請負業者等指名停止要領

（昭和６２年４月１日制定）の適用にあっては，同要領別表第２

号の過失による粗雑工事による指名停止の措置期間は最低３か月

と，同別表第２２号のその他不正又は不誠実な行為で契約締結の

辞退による指名停止の措置期間は最低２か月とする。  

 （入札参加条件設定の例外）  

第５条  前各条の規定にかかわらず，次に掲げる場合は，当該規定

の趣旨に配意しながら，入札参加条件を設定するものとする。  

 (1) 柏市競争入札参加業者審査選定規程（平成元年訓令第１号）

第 ５ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 柏 市 入 札 参 加 条 件 設 定 等 委 員 会 に

おいて制限付き一般競争入札に係る制限を設定する場合  

 (2) 柏市特定建設工事共同企業体取扱基準（平成５年９月 1 日制

定 ） 第 ３ 条 に 規 定 す る 特 定 建 設 工 事 共 同 企 業 体 に 発 注 す る 入

札参加条件を設定する場合（前号に該当する場合を除く。）  

 (3) 前各号のほか，次に掲げる工事等に該当する場合  



 

  ア  大規模工事等で難度の高い工事等  

  イ  災害その他の理由により緊急を要する工事等  

  ウ  特殊な機械又は技術を必要とする工事等  

  エ  手持ち工事が多く配置する技術者が存在しない等により入

札参加業者が少ないと見込まれる工事等  

  オ  競争性の確保が担保できないおそれがある場合その他の特

に変更する必要があると市長が認める工事等  

 （制限付き一般競争見積り合わせへの準用）  

第６条  前各条の規定は，工事等の制限付き一般競争見積り合わせ

により執行する際の見積り合わせ参加条件の設定において準用す

る。  

 （補則）  

第７条  この基準に定めるもののほか必要な事項は，市長が別に定

める。  

 

   附  則  

 この基準は，平成１８年３月３０日から施行する。  

 

   附  則   

 この基準は，平成１８年６月１４日から施行する。  

 

   附  則  

 この基準は，平成１８年９月５日から施行する。  

 

   附  則  

 この基準は，平成１８年１０月２日から施行する。  

 

   附  則  

 この基準は，平成１９年１月１０日から施行する。  

 

   附  則  

 この基準は，平成１９年４月２日から施行する。  

 



 

   附  則  

 この基準は，平成２０年１月４日から施行する。  

 

   附  則  

 この基準は，平成２０年４月１日から施行する。  

 

   附  則  

 この基準は，平成２１年４月６日から施行する。  

 

   附  則  

 （施行期日）  

１  この基準は，平成２１年１０月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  改正後の第３条の３の規定は，平成２１年１０月１日以後に公

告される入札について適用し，同日前に公告された入札について

は，なお，従前の例による。  

 

   附  則  

 この基準は，平成２２年４月１日から施行する。  

 

   附  則  

 （施行期日）  

１  この基準は，平成２２年１１月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  改正後の第３条の規定は，平成２２年１１月１日以後に公告さ

れる入札について適用し，同日前に公告された入札については，

なお，従前の例による。  

 

   附  則  

 （施行期日）  

１  この基準は，平成２３年１月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  改正後の第３条の３の規定は，平成２３年１月１日以後に公告



 

される入札について適用し，同日前に公告された入札については，

なお，従前の例による。  

 

   附  則  

 この基準は，平成２３年４月１日から施行する。  

 

   附  則  

 この基準は，平成２４年４月１日から施行する。  

 

   附  則  

 この基準は，平成２７年１月８日から施行する。  

 

   附  則  

 この基準は，平成２７年１２月１日から施行する。  

 

   附  則  

 この基準は，平成２９年４月１３日から施行する。  

 

   附  則  

 （施行期日）  

１  この基準は，令和５年１月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  改正後の第３条の規定は，令和４年１２月７日以後に公告され

る入札について適用し，同日前に公告された入札については，な

お，従前の例による。  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表（第２条）  

総合評定値の設定基準  

設計金額， 

各種要件 

 

 

業種 

１３０万円超 

１，０００万

円未満 

１，０００万円以上５，０００万円未満 ５，０００万円以上 

３，０００万円未満で 

国の補助金の交付を受けな

いもの 

左記以外

のもの 

一般建設

業の案件 

特定建設

業の案件 

・土木一式工事 

・建築一式工事 

・とび・土工・コ

ンクリート工事 

・管工事 

・ほ装工事 

・水道施設工事 

４５０点以上 

８００点未満 

６００点以上又は 

４５０点以上６００点未

満のうち，一定の基準を

満たすもの※ 

６００点以上 

７００点

以上 

・電気工事 

・造園工事 

・塗装工事 

・防水工事 

４５０点以上 

・上記以外の工事 ７００点以上 

※公告の日前１年以内に８０点以上又は６か月以内に７５点以上８０点未満の工事

成績（柏市長と契約を締結した工事等の工事検査通知書の評定点をいう。以下同

じ。）の通知を受けているもの（同各期間に，６５点未満の通知を受けたものを

除く。） 

 


